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自立支援教育訓練給付金
　就職やキャリアアップのために、指定された教育訓練
講座を受講した場合に支給。詳しくはお問い合わせを。
※受講開始の１か月前までに申請してください。

市ではひとり親家庭の父または母の就労支援のために、
次の給付金を支給しています。給付を希望する人は必
ず事前（受講申込前・修業前）に相談してください。

ひとり親家庭の皆さんへ

高等職業訓練促進給付金
　就職に有利な資格や技能習得のため、１年以上養成機
関で修業する場合に高等職業訓練促進給付金を支給し、
修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給。
支給月額　※ 4 年を限度とする。

対象　次の全てに該当する人
・市内に住所があり、現に居住している
・児童扶養手当を受給、または同等の所得水準にある
・養成機関で１年以上のカリキュラムを修業し、対象
　資格の取得が見込まれる
・仕事または育児と修業の両立が困難である
対象資格　看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、
　　　　　理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、
　　　　　社会福祉士、製菓衛生師、調理師
申請時期　修業開始後で申請月から支給対象
※養成機関での修業開始前に事前相談が必要。
※最終年の支給月額は増額となります。令和３年度に限り６か月以上
の訓練を必要とする民間資格なども対象になる場合があります。

区　　　　　分 就学支度
資　　金

修学資金（月額）
１年 ２年 ３年 ４年 ５年

小学校 64,300
中学校 81,000

高等学校、
専修学校
（高等課程）

国公立 自　宅 150,000 27,000
自宅外 160,000 34,500

私　立 自　宅 410,000 45,000
自宅外 420,000 52,500

高等専門
学校

国公立 自　宅 410,000 31,500 67,500
自宅外 420,000 33,750 76,500

私　立 自　宅 580,000 48,000 98,500
自宅外 590,000 52,500 115,000

短期大学
国公立 自　宅 410,000 67,500

自宅外 420,000 96,500

私　立 自　宅 580,000 93,500
自宅外 590,000 131,000

専修学校
（専門課程）

国公立 自　宅 410,000 67,500
自宅外 420,000 78,000

私　立 自　宅 580,000 89,000
自宅外 590,000 126,500

大学
国公立 自　宅 410,000 71,000

自宅外 420,000 108,500

私　立 自　宅 580,000 108,500
自宅外 590,000 146,000

※その他大学院や専修学校（一般課程）についてはお問い合わせくだ
さい。

修学資金などの貸付制度（大分県母子・父子寡婦福祉資金貸付金）

修学資金　児童を修学させるための授業料や書籍代、交通費など
　に必要な経費の貸付。【随時受付】
就学支度資金　児童を就学させるための入学金、被服などの購入   
　に必要な経費の貸付。入学の前日までに左記へ申請が必要です。
対象　母子・父子家庭の児童、寡婦が扶養する子、父母のない児童
申請　合格・入学が決定後左記へ申請（要事前相談）
※日本学生支援機構・大分県からの奨学金の貸与がある人、またはその他
　の公的資金の貸付を受けている人は原則として貸付の対象になりません。

内　訳 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高等職業訓練
促進給付金 100,000 円 70,500 円

高等職業訓練
修了支援給付金 50,000 円 25,000 円

【単位：円】

申 問　子育て支援課母子父子自立支援担当　☎２１－１７０１

現
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を

　
児
童
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特
別
児
童
扶
養
手
当

　
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

　　

受
給
資
格
の
あ
る
人
は
、
次

の
期
間
中
に
届
出
が
必
要
で
す
。

　

該
当
者
に
は
、
７
月
末
に
案

内
文
書
を
発
送
し
ま
す
。

届
出
期
間　

土
・
日
・
祝
日
を
除
く

◇
児
童
扶
養
手
当
・
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
助
成

　

８
月
２
日
㈪
～
31
日
㈫

◇
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
12
日
㈭
～
９
月
13
日
㈪

受
付
場
所　

市
役
所
２
階
２
Ｆ

－

１
会
議
室
（
９
月
１
日

㈬
以
降
は
市
役
所
１
階
子

育
て
支
援
課
）

期
間
中
に
届
出
が
な
い
場
合

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
は
継
続
し
て
受
給
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
２
年
間
現
況
届
を
提

出
し
な
い
場
合
、
受
給
資
格
を

喪
失
し
ま
す
。
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
助
成
は
、
12
月
１
日
以

降
の
医
療
費
の
助
成
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
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子
育
て
支
援
課

　
　

☎
（21）
１
４
２
７

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
27
日
㈮

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
家
庭
支

　

援
セ
ン
タ
ー
内
（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

相
談
で
き
ま
す
。

※
無
料
。
１
人
30
分
程
度
。

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
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別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

　

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）
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７
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８
７
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子
ど
も
の
車
内
放
置

絶
対
に
や
め
て
！

　

毎
年
、
暑
い
時
期
に
な
る
と

車
内
に
放
置
さ
れ
た
子
ど
も
が

熱
中
症
で
亡
く
な
る
事
故
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
短
時
間
で
も

命
に
か
か
わ
る
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。
悲
し
い
事
故
を
防
ぐ
た

め
、
子
ど
も
の
車

内
放
置
は
絶
対
に

や
め
ま
し
ょ
う
。

問　

子
育
て
支
援
課

　
　

☎
（21）
１
２
３
９
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国
民
年
金
保
険
料

免
除
等
の
申
請

　

保
険
料
を
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、
万
一
、
障
が
い
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
故
が
発
生
す

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料

の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納

付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

市
役
所
保
険
年
金
課
年
金
係
ま

た
は
別
府
年
金
事
務
所
で
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
令
和
３
年
度
の
免
除

等
（
対
象
期
間
…
令
和
３
年
７

月
～
令
和
４
年
６
月
）
の
受
付

中
で
す
。
ま
た
、
申
請
が
で
き

る
過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
の
提
出
日
か
ら
２
年
１
か

月
前
ま
で
で
す
。

　

失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を

忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間

を
有
し
て
い
る
人
は
、
下
記
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
別
府
市
役
所
で
の
手
続
は
、

　

住
民
票
が
別
府
市
に
あ
る
人

　

に
限
り
ま
す
。

※
障
害
年
金
や
生
活
保
護
を
受

給
中
の
人
は
、
法
定
免
除
制

度
に
該
当
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申

問　

別
府
年
金
事
務
所

　

☎
（22）
５
１
１
１

　
市
保
険
年
金
課　

☎
（21）
１
２
８
６

国
民
健
康
保
険
証

の
発
送

■
70
歳
に
な
る
人

　

国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
26
年
８
月

２
日
～
昭
和
26
年
９
月
１
日
生

ま
れ
）
へ
、
令
和
４
年
７
月
末

日
ま
で
の
高
齢
受
給
者
証
一
体

型
保
険
証
を
８
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

「
日
中
、
仕
事
な
ど
で
納
付
に

行
け
な
い
」
な
ど
で
お
困
り
の

人
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
保
険
税
・
保
険
料
の

納
付
や
納
付
相
談
、
加
入
や
脱

退
の
手
続
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付

け
ま
す
。

日
時　

８
月
11
日
㈬
、
26
日
㈭

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

整
骨
院
・
接
骨
院
の

保
険
診
療
の
施
術
照
会

　

整
骨
院
や
接
骨
院
の
正
し
い

か
か
り
方
の
普
及
・
啓
発
を
目

的
に
、
別
府
市
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
の
人
へ
施
術
照
会

を
行
い
ま
す
。
市
が
委
託
し
た

㈱
メ
デ
ィ
ブ
レ
ー
ン
か
ら
施
術

照
会
の
文
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な

お
、
訪
問
調
査
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象　

別
府
市
国
民
健
康
保
険

　
　
　

加
入
者
で
整
骨
院
ま
た

　
　
　

は
接
骨
院
で
保
険
診
療

　
　
　

を
受
け
た
人

時
期　

令
和
３
年
８
月
頃
、

　

令
和
４
年
１
月
頃
の
２
回

照
会
方
法　

対
象
者
へ
照
会
文

書
を
郵
送
し
ま
す
。
回
答
書

を
返
信
用
封
筒

　

で
返
送
し
て
く

　

だ
さ
い
。

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

急
募
！

交
通
安
全
指
導
員

　

特
に
南
小
校
区
の
指
導
員
が

不
足
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
た
め
、

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

募
集
校
区　

南
小
、
南
立
石
小
、

　

朝
日
小
、
大
平
山
小

謝
礼　

10
万
円
（
年
額
）

指�

導
時
間　

授
業
日
の
７
時
30

分
～
８
時
30
分（
約
１
時
間
）

問　
生
活
環
境
課　

☎
（21）
１
１
３
４

湯
ん
な
か
元
気
塾

参
加
者
募
集

対
象　

別
府
市
に
お
住
ま
い
で　

　
　
　

65
歳
以
上
の
人

※
更
衣
、
入
浴
動
作
で
介
助
を
必

要
と
せ
ず
、
会
場
ま
で
ご
自
身

で
通
え
る
人
に
限
り
ま
す
。

日
時　

８
月
４
日
㈬
・
11
日
㈬
・

　

18
日
㈬
・
25
日
㈬
、
９
月
１

日
㈬
の
14
時
～
15
時
30
分

　
（
受
付
13
時
30
分
～
）

場
所　

北
浜
温
泉
テ
ル
マ
ス

　
　
　
（
京
町
11
番
１
号
）

※
要
申
込
。
受
講
料
は
無
料
で

す
が
、テ
ル
マ
ス
利
用
料（
１

回
に
つ
き
700
円
・
団
体
割
引

あ
り
）
が
必
要
で
す
。

申�

問　

健
康
推
進
課

　
　
　

☎
（21）
２
１
８
８

松﨑副市長が就任しました
６月 29 日付けで松﨑智一副市長が就任しました。

【経歴】
平成 14 年４月　経済産業省入省
平成 29 年６月　文部科学省スポーツ庁
　　　　　　　   健康スポーツ課長補佐
令和 元 年６月　 中小企業庁経営支援部
　　　　　　　   経営支援課長補佐

　登山・街歩きが趣味
で、自らの足で別府の
街をまわりたいと思っ
ています。
　新型コロナの一刻も
早い収束と経済の回復
に全力で取り組んでま
いりますので、どうぞ
よろしくお願いします。松

まつざき

﨑�智
ともかず

一�副市長
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事業承継大相談会（要予約）
事業承継に関する様々な問題解決を支援します。
対　象　別府市内で事業を営む個人・法人
日　時　９月７日（火）～ 12 日（日）
　　　　９時 30 分～ 16 時 30 分
　　　　（事前予約制・1 組 50 分 )
場　所　別府市男女共同参画センター「あす・べっぷ」
相談員　弁護士、税理士、
　　　　大分県事業承継・引継ぎ支援センター相談員
料　金　無料
申込期限　８月 31 日（火）
※先着順、定員に達し次第受付終了
※当日は事業の概要がわかるもの（パンフレット、

決算書・申告書など）をお持ちいただけると相談
がスムーズです。

※詳しくは市ホームページを
　ご覧ください。▶
申 問　産業政策課　☎２１－１１３２

起業家地域カンファレンス in 別府を開催します

別府市ワーケーション特設サイト開設
「BEPPU Y

ゆ け む り

UKEMURI W
ワ ー ケ ー シ ョ ン

ORKATION」
　ワーケーションとは、WORK（仕事）と VACATION（休暇）
を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地など、いつもの職
場とは異なる場所で仕事をしながら、自然・景観・歴史・食・
文化・産業などの地域資源に出会うことのできる「新しい働き方」
のひとつです。
　この度、ワーケーションの候補地として別府市をＰＲする専
用サイト「BEPPU YUKEMURI WORKATION」を開設しました。
https://beppu-workation. jp/

　本サイトに掲載するワーケーションサービスを提供できる施
設は随時募集しています。詳細はホームページをご覧ください。
問　産業政策課　☎２１－１１３２

《確認できる情報》 
・市内のワークプレイス
　（宿泊施設やコワーキングスペース）

・会議室や機器の貸出状況
・Wi-Fi 環境   ・感染対策　など

お
盆
は
路
上
工
事

を
中
止
し
ま
す

　

大
分
県
路
上
工
事
縮
減
対
策

推
進
協
議
会
に
お
い
て
決
定
さ

れ
た
市
道
11
路

線
に
つ
い
て
、

工
事
に
よ
る
渋

滞
を
緩
和
す
る

た
め
、
お
盆
期

間
中
の
路
上
工

事
を
中
止
し
ま

す
。

中
止
期
間　

　

８
月
12
日
㈭　

22
時
～

　

16
日
㈪　

９
時

問　

都
市
整
備
課

　
　

☎
（21）
２
５
６
０

空
き
家
バ
ン
ク
に

登
録
し
ま
せ
ん
か

　

市
で
は
、
空
き
家
を
利
活
用

し
、
移
住
や
定
住
を
検
討
し
て

い
る
人
を
支
援
す
る
た
め
に

「
空
き
家
バ
ン
ク
」
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

別
府
市
内
に
空
き
家
を
お
持

ち
で
、
有
効
活
用
し
た
い
人
か

ら
の
情
報
提
供
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

問

　
産
業
政
策
課

　
　

☎
（21）
１
１
３
２

あなたの起業、大分県と別府市が応援します！
　「想いをカタチに！」あなたのビジネスアイデアを応
援する「Oita S

ス タ ー リ ン グ
tarring Woman」（大分県女性起業家創

出促進事業）と「O
ワ ン

NE B
ベ ッ プ
EPPU D

ド リ ー ム
REAM」（別府市の起業

家応援事業）が連携し「地域カンファレンス in 別府」
を開催します！
　「地域カンファレンス」とは、起業家を掘り起こし、
応援するイベントです。
　女性や学生を含む、地域でいつか起業したいと考え
る人に向けて「想いをカタチ」にした起業家のストー
リーや支援策を紹介。あなたのアイデア実現のための
方法や応援プロジェクトの活用方法など大きな一歩を
踏み出すきっかけを提案します。

申 問　大分県女性起業家創出促進事業運営事務局
　　　   ☎０９７ー５２９ー８８７２

日　　時　８月５日（木） 　13 時 30 分～ 16 時
場　　所　別府市公会堂　大ホール（上田の湯町）
申込方法　下記 URL または右記 QR から申込み
　　　　　https://bit.ly/3iXBbFe
テーマ　君の知らない世界の扉を拓く
　■アンバサダートーク
　テーマ　僕の夢がスタートしたチャレンジ
　講　師　ONE BEPPU DREAM AWARD（以下 OBDA） 2020
　　　　　ファイナリスト　円城寺健悠さん
　■ストーリー＆メッセージ
　テーマ　夢はいつからでも実現できる、未来を自分で　
　　　　　選択する方法
　講　師　第２回 Oita Startup Woman Award
　　　　　ファイナリスト　林弘美さん
　■ワークショップ
　テーマ　起業の視点の見つけ方。新聞と SDGs の掛け　
　　　　　合わせ
　講　師　OBDA2020 ファイナリスト　堤梨香さん
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市
営
墓
地
に

お
参
り
す
る
人
へ

お
盆
期
間
中
の
お
願
い

◇
車
を
利
用
す
る
人
は
︑
必
ず

駐
車
場
の
枠
内
に
止
め
て

く
だ
さ
い

　

路
上
や
墓
地
内
の
通
路
に
駐

車
す
る
と
通
行
の
妨
げ
に
な
り

危
険
で
す
。

◇
ご
み
を
空
き
地
な
ど
に
絶
対

に
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い

　

墓
石
の
な
い
区
画
で
も
焼
骨

が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◇
鳥
害
な
ど
を
防
ぐ
た
め
︑
ご

み
や
供
え
物
な
ど
は
持
ち

帰
り
ま
し
ょ
う

一
方
通
行
に
ご
協
力
を

　

毎
年
、
芝
尾
、
笹
川
墓
地
に

通
じ
る
道
路
が
混
雑
す
る
た
め
、

一
方
通
行
の
表
示
を
し
て
い
ま

す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

区
間　

浜
脇
中
学
校
裏
↓
平
原

　
　
　

バ
ス
停
（
一
方
通
行
）

期
間　

８
月
10
日
㈫
～
15
日
㈰

市
営
墓
地
の
利
用
に
つ
い
て

◇
使
用
権
は
他
人
に
譲
渡
で
き

ま
せ
ん

◇�

使
用
権
を
持
っ
て
い
る
人

は
︑
次
の
場
合
︑
市
へ
の
届

出
が
必
要
で
す

①
お
墓
を
建
て
替
え
る
と
き

②
使
用
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

③
使
用
権
を
親
族
な
ど
に
継
承

す
る
と
き

④
墓
地
が
不
要
に
な
っ
た
と
き

⑤
使
用
許
可
証
を
紛
失
し
た
と
き

問　

生
活
環
境
課

　
　

☎
（21）
１
１
３
４

農
地
農
業
相
談

日
時　

８
月
19
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る　
　

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
・
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
要
事
前
予
約
。
８
月
11
日
㈬

道路に張り出した樹木の伐採（お願い）
　沿道の山林、個人宅の庭木やプランターが道路上
にはみ出した状況は、歩行者や車の通行に支障が生
じるだけでなく、カーブミラーの視界を阻害したり、
街路灯の明かりを遮ったりして交通事故の誘発要因
になりかねません。所有者は枝葉の伐採や物の撤去
など適正な管理をするようお願いします。

■植木はきれいに
　剪

せんてい

定しましょう
■側溝に鉢花など
　を置かないよう
　にしましょう

　道路にはみ出した物や路上に置かれた物が原因で
何らかの事故が発生した場合、物件の所有者や物を
置いた人が責任を問われることがあります。
問　都市整備課　☎２１－２５６０

   シ ェ イ ク ア ウ ト 別 府
   市 内 一 斉 安 全 確 保 行 動 訓 練

　訓練時、サイレンが鳴り携帯電話などに緊
急速報メールが届きますが、災害ではありま
せんのでお間違いないようにお願いします。

　防災の日に合わせ、大分県中部を震源とした大地
震が発生したとの想定で、「シェイクアウト」訓練
を行います。

日時 ９月１日（水）正午 場所 別府市全域
対象 別府市内にいる人

内容

➀地震発生の合図
　市内のサイレンスピーカー（消防サイレンや防
　災情報サイレンなど）から、20秒間サイレンを
　鳴らします。
➁安全確保行動
　サイレンを聞いた人は、ただちに下図のような
　安全確保行動をとってください。
➂緊急速報メール
　携帯電話などに「緊急速報メール」が届きます
　ので、内容を確認してください。

参加団体登録　この訓練に参加していただける団体は、
　　　　　　　次の二次元コードまたは、別府市ホーム
　　　　　　　ページから登録をお願いします。

問　防災危機管理課　☎２１－２２５５

訓練

休
日
の
ご
み
収
集

　

８
月
９
日
㈪
㉁
は
、
当
該
対

象
地
区
の
ご
み
の
収
集
を
行
い

ま
す
。
８
時
30
分
ま
で
に
決
め

ら
れ
た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ

い
。
収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン

ダ
ー
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
の

う
え
お
出
し
く

だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

普
通
救
命
講
習︵
中
止
︶

　

毎
月
第
２
日
曜
日
に
開
催
予

定
の
普
通
救
命
講
習
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
中
止
し
ま
す
。

資
格
取
得
な
ど
の
た
め
修
了
証

が
必
要
な
場
合
は
別
途
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
４

ま
で
に
電
話
で
左
記
へ
申
込

み
。

申

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８
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持ち物

マイナンバーカード・マイナポイントの出張申請サポート
　市内商業施設で、マイナンバーカード及びマ
イナポイントの申請サポートを下記の日程で開
催します。
※マイナポイントは、令和３年４月末までにマ
　イナンバーカードを申請した人が対象で、マ
　イナポイントの申請期限は９月末です。

　日時　８月29日（日）10時～16時
　場所　ゆめタウン別府　３階フードコート横

※詳しくはホームページをご覧ください。

令
和
３
年
度
技
能
者

表
彰
の
推
薦
募
集

　

優
れ
た
技
能
を
有
し
、
市
の

産
業
振
興
に
寄
与
し
た
人
、
技

能
を
通
じ
て
後
継
者
の
育
成
ま

た
は
市
の
産
業
発
展
に
寄
与
す

る
人
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

対
象
技
能
職
種

石
材
業
、
表
具
・
内
装
師
、

造
園
業
（
植
木
職
）、
印
刷

業
、
ガ
ラ
ス
職
、
写
真
師
、

印
章
彫
刻
士
、
配
管
業
、

衣
服
仕
立
職
、
家
具
製
作

業
、
広
告
美
術
業
、
電
気

業
、
塗
装
業
、
食
料
品
製

造
業
、竹
工
芸
業
、左
官
職
、

金
属
加
工
職
、
つ
げ
工
芸

業
、
建
具
業
、
ビ
ル
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
、
畳
職
、
木
型
師
、

建
設
関
係
技
能
職
、
寝
具

製
造
業
、
自
転
車
業
、
製

靴
業
、
染
物
業
、
打
綿
業
、

調
理
師
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築

士
、
タ
イ
ル
・
レ
ン
ガ
工
、

理
容
師
、
美
容
師
、
時
計

修
理
業
、
は
り
師
、
き
ゅ

う
師
、
あ
ん
ま
師
、
マ
ッ

サ
ー
ジ
師
、
情
報
処
理
技

術
職
な
ど

推
薦
者　

市
民
一
般
、
商
工
関

　

係
機
関
、
産
業
団
体
な
ど

推
薦
方
法　

推
薦
書
に
記
入
・

押
印
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送

で
左
記
へ
提
出

募
集
期
限　

10
月
１
日
㈮

※
持
参
・
郵
送
と
も
に
必
着
。

表
彰
式　

11
月
予
定

※
表
彰
基
準
や
提
出
書
類
な

ど
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
推
薦
書
・
推
薦
要
領
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

推
薦
・
応
募
・
問　

　

〒
８
７
４
の
８
５
１
１　

　

別
府
市
上
野
口
町
１
番
15
号

　

別
府
市
役
所
産
業
政
策
課

　

☎
（21）
１
１
３
２

消
費
生
活
相
談

　
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談
を

受
け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

　
　
　

※
祝
日
は
除
く
。

相
談
員　
消
費
生
活
専
門
相
談
員

場�

所
・
問　

　

別
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課

　

内
）
☎
（21）
１
８
８
１

債
務
者
相
談
会︵
要
申
込
︶

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
８
月
12
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所
　
市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ―

２
会
議
室

申
込
方
法　

�

事
前
に
電
話
で
左

記
へ
申
込
み
。

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

令
和
３
年
第
３
回

市
議
会
定
例
会

会
期
日
程

　

８
月
31
日
㈫
～
９
月
27
日
㈪

の
28
日
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問　

議
会
事
務
局

　
　

☎
(21)
１
５
４
７

お
盆
期
間
中
の

し
尿
汲
み
取
り
清
掃

　

し
尿
の
汲
み
取
り
・
浄
化
槽

の
清
掃
は
、
８
月
13
日
㈮
～
15

日
㈰
ま
で
お
休
み
で
す
。

問　

環
境
課
別
府
市
リ
バ
ー
サ

　
　

イ
ド
オ
ア
シ
ス
春
木
苑

　
　

☎
（66）
１
８
３
１

【マイナンバーカードの申請】
・ＱＲコード付き交付申請書（なければ通知カード）
・本人確認書類　
　　顔写真付きの公的な本人確認書類であれば１点、
　　顔写真のない公的な本人確認書類であれば２点
【マイナポイントの申請】
・マイナンバーカード
・カード取得時に設定した４桁のパスワード
・キャッシュレス決済で使用するカードやアプリが
　入ったスマートフォン
問　ＱＲコード付き交付申請書に関すること
　　マイナンバー総合フリーダイヤル　
　　☎０１２０－９５－０１７８
　　（平日９時30分～20時、土日祝９時30分～17時30分）
　　出張申請サポートに関すること　
　　 情報政策課　☎７５－８５２１（平日８時30分～17時）

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀
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８月は「差別をなくす運動月間」です
　別府市では８月の運動期間中に様々な行事を催しています。ぜひ積極的にご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申 問　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

　

新
型
コ
ロ
ナ
に
つ
い
て
は
、

「
自
分
は
感
染
者
を
差
別
し

な
い
」
と
思
っ
て
い
て
も
、

自
分
が
感
染
し
た
場
合
に

は
「
差
別
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
不
安
を
多
く

の
人
が
抱
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

感
染
者
の
み
な
ら
ず
、
濃
厚

接
触
者
・
接
触
者
や
そ
の
家

族
・
友
人
・
同
僚
な
ど
も
周

囲
か
ら
の
阻
害
や
誹
謗
・
中

傷
に
苦
し
む
ケ
ー
ス
も
起
き

て
い
ま
す
。

　

感
染
を
乗
り
越
え
て
戻
っ

て
く
る
人
も
待
っ
て
い
る
人

も
、
人
の
気
持
ち
に
寄
り
添

う
思
い
や
り
の
心
を
大
切
に
、

そ
し
て
、
共
生
社
会
実
現
に

向
け
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な

い
」
姿
勢
と
強
い
意
思
表
示

も
込
め
た
ポ
ス
タ
ー
を
作
製

し
ま
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
市
政
↓
人

権
）
な
ど
で
公
開
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
取
組
に
よ
っ
て
、
お

互
い
の
人
権
を
尊
重
す
る
持

続
可
能
な
共
生
社
会
の
ま
ち

に
な
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
を
乗
り
越
え
た
大
切
な
あ
な
た
へ

「
お
か
え
り
な
さ
い
。」　

ポ
ス
タ
ー
作
製

問　秘書広報課　☎２１－１１２３
　　共生社会実現・部落差別解消推進課
　　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

◆差別をなくす市民の集い（手話通訳あり）
日時　８月 24 日（火）　13 時 30 分～ 15 時 30 分
場所　別府市公会堂　大ホール
演題　今を生きる私たち
　　　～歴史から学ぶ「差別のおかしさ」～
講師　大分県人権教育・啓発推進協議会
　　　人権問題研修講師　
　　　別府溝部学園短期大学非常勤講師　
　　　一法師英昭さん
※一般参加者の定員を 40 人に制限します。
　（応募多数の場合抽選）
※参加希望の人は、往復はがきに郵便番号・住所・
　名前・連絡先を記入のうえ、下記へお送りくださ

い（８月 10 日（火）必着）。
※はがき１枚につき１人の応募と
　させていただきます。
※当選者の発表は参加券の発送をもってかえさせて

いただきます。
宛先　〒８７４－８５１１
　　　別府市　共生社会実現・部落差別解消推進課
※講演の模様は後日ケーブルテレビで放送します。

◆じんけんフィルムフェスタ
アニメ「いのちをいただく」（上映時間 19 分）を
上映します。
日時・場所（全日 14 時～ 15 時）
　８月３日（火）　南部児童館（定員 35 人）
　８月６日（金）　西部児童館（定員 35 人）
　８月 25 日（水）北部児童館（定員 30 人）
　※予約は電話で上記へ。

ＬＧＢＴなどに関する県の相談窓口
性自認や性的指向に関する相談窓口です。
開設日時　毎月第３土曜日、10 時～ 12 時
相談員　大分県公認心理師協会に所属する
　　　　公認心理師や臨床心理士
相談方法　　 電話  ０７０－４７９３－４４０７
　　　　　　メール madoguchi-oita13710@au.com
問　大分県人権尊重・部落差別解消推進課
　　☎０９７－５０６－３１７２
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指定管理者を募集する施設 募集要項の配布開始日 現地説明会日程 申請書受付期間 問合先

別府市ドッグラン ８月 16 日（月） ８月 23 日（月） ９月 13 日（月）
　～ 24 日（金）

公園緑地課
☎２１－１２８５

別府市総合体育館
公園テニスコート

８月 18 日（水）

９月１日（水）

９月 21 日（火）
　～ 30 日（木）

スポーツ推進課
☎２１－８０８８

実相寺パークゴルフ場

温水プール
青山プール

８月 31 日（火）

市民球場
実相寺球場
野口原総合運動場

（ソフトボール場・軟式野球場）

市民体育館
実相寺サッカー競技場
実相寺サッカー競技場管理棟
実相寺多目的グラウンド
実相寺中央公園管理棟
野口原総合運動場

（陸上トラック・フィールド）

別府市営阿蘇くじゅう国立公園
志高湖野営場 及び 
別府市神楽女駐車場

８月 19 日（木） ８月 30 日（月） ９月 14 日（火）
～ 10 月１日（金）

観光課
☎２１－１１２８

別府市コミュニティーセンター ８月 23 日（月） ９月１日（水） ９月 22 日（水）
　～ 30 日（木）

社会教育課
☎２１－１５８７

指 定 管 理 者 募 集 
　市の施設の管理運営に指定管理者制度を導入し、民間活力による管理運営を行っています。
　令和４年４月から新たに下記の施設の管理運営を行う指定管理者を募集します。
　※応募予定の法人・団体は現地説明会に出席してください。
　　募集要項は配布開始日以降、市ホームページからもダウンロードできます。
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市役所・各出張所は８月９日（月）は振替休日のため閉庁、
８月 11日（水）は平日のため開庁します。

熱海市豪雨災害の義援金受付
　７月に発生した豪雨災害により被災した、姉妹都市の静
岡県熱海市の復旧・復興を支援するため、義援金を受け付
けています。
◆義援金箱の設置
　設置期間　
　　９月 30 日（木）まで予定
　設置場所
　　〇別府市役所本庁 1 階総合受付　　
　　〇亀川・朝日・南部出張所　〇中央公民館
　　〇北部地区公民館　〇西部地区公民館　
　　〇中部地区公民館　〇南部地区公民館　
　　〇ワンダーコンパス別府（別府駅）
　　〇野口ふれあい交流センター　〇別府商工会議所
　　〇別府市観光協会別府駅案内所　〇別府市社会福祉協議会
※その他、義援金受付の詳細は市ホーム
　ページをご確認ください。▶
問　秘書広報課　☎２１－１１２３

期間　９月１日（水）～ 11 月 30 日（火）の３か月間
対象　別府市民　　
参加費　無料
持ち物　ストレッチマットまたはバスタオル、
　　　　飲み物、タオル
申込方法　
　往復はがきに次の必要事項を記入のうえ、１人

につき１枚（連名不可）で下記へお申し込みくだ
さい。

　➀参加者氏名・フリガナ 
　➁電話番号（携帯電話 / 自宅） 
　➂住所
　➃参加希望教室の場所・曜日・時間（右表参照）
宛先　〒 874 － 8511　別府市役所　健康推進課内
　　　「ゆったりストレッチ教室」　係
　　　８月 10日（火）消印有効
※応募多数の場合は抽選で参加者を決定します。

参加の可否は返信用はがきで連絡します。
※詳細は、市ホームページをご覧になるか、各地区

公民館に置いている募集要項でご確認ください。
★換気のため窓を開放します。
　各自で熱中症対策をお願いします。
申 問　健康推進課　☎２１－２１８８

ゆったりストレッチ教室

場　　所 曜日 時間 定員

南部地区公民館
体育室

火 14：00 ～ 14：45 44 人

木 10：00 ～ 10：45 44 人

西部地区公民館
体育室

月
９：30 ～ 10：15 44 人

11：00 ～ 11：45 44 人

水 15：30 ～ 16：15 44 人

中部地区公民館
体育室

月
９：30 ～ 10：15 44 人

11：00 ～ 11：45 44 人

木 12：50 ～ 13：35 44 人

朝日大平山地区
公民館体育室

月 14：00 ～ 14：45 44 人

水
９：30 ～ 10：15 44 人

11：00 ～ 11：45 44 人

北部地区公民館体育室
火 ９：30 ～ 10：15 33 人

金 13：00 ～ 13：45 33 人

北部地区公民館会議室 金 14：30 ～ 15：15 10 人

野口ふれあい
交流センター体育室

月 15：00 ～ 15：45 44 人

金
９：30 ～ 10：15 44 人

11：00 ～ 11：45 44 人

募 集
９月から教室数が増えました

（９月～11月）

【日程表】

募集範囲　令和３年 11 月号～令和４年４月号掲載分
発行部数　約５万部

種類 掲載寸法・カラー １枠当たり
月額（税込）

１種広告
（半段）

横 88mm×縦 48mm
モノクロまたは２色 ３万円

２種広告
（１段）

横 178mm×縦 48mm
モノクロまたは２色 ６万円

申込期限　９月 10 日（金）まで
　　　　　（以後空き枠について随時受付）
掲載枠数　１号あたり４段程度を予定
　　　　　（１種広告８枠相当）
※申込多数の場合は抽選になります。
※広告仕様、掲載条件、申込方法など詳しく
　は市ホームページをご覧ください。
　（市政⇒広告収入事業⇒市報べっぷ広告募集）
申 問　秘書広報課　☎２１－１１２３

市報べっぷ広告募集


